
 

1 

教育委員会臨時会（８月）会議録 

 

 

日  時   平成２７年８月７日（金） １４時００分～１８時００分 

場  所   市庁舎３階 ３０３会議室 

出席委員   永田 見生 （委員長）   半田 利通 （委員） 

       岡部 千鶴 （委員）    白水 美弥子（委員） 

日野 佳弘 （委員）    堤  正則 （委員、教育長） 

事務局    窪田 俊哉（教育部長）    

大久保 隆 （教育部次長） 西田 正典 （学校教育改革担当次長） 

栗山 勝典（学校教育課長） 松本 良一 （学校教育課指導主幹） 

      久留米市教科用図書選定委員会委員  

議案     ５９号議案 平成２８年度使用久留米市立中学校、久留米特別支援学校

中学部及び中学校特別支援学級教科用図書の採択について 

 

議案  

５９号議案 平成２８年度使用久留米市立中学校、久留米特別支援学校中学部及び中

学校特別支援学級教科用図書の採択について 

委員長 ただいまから、「久留米市教育委員会８月臨時会」を開会いたし

ます。本日の議案は小学校教科用図書に関することになりますの

で、関係者のみで審議しますのでよろしくお願いします。まず、

最初に教科用図書の答申をいただきます。 

 

選定委員長 

 

《答申》 

委員長 ありがとうございました。５９号議案「平成２８年度使用久留米

市立中学校、久留米特別支援学校中学部及び中学校特別支援学級

教科用図書の採択について」ですが、１０教科について選定委員

会から推薦のあった内容について審議するものですが、全教科の

説明が終わってから審議すると大変ですから、教科ごとに審議し

たいと思います。では事務局より、議案の全体の説明をお願いし

ます。 

 

事務局 

 

《議案概要説明》 

委員長 では、まず「国語と書写」について説明をお願いします。 

 

国語・書写 

選定部会長 《選定理由説明》 
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委員長 ただいま「国語と書写」について説明がありましたが、ご質問や

ご意見はありますか。 

 

Ａ委員 それぞれの教科書に対して、長短様々書いてあって非常に比較し

やすく、またわかりやすくなっています。ありがとうございます。

その中で、良いところ悪いところあるのでしょうけど、悪いとこ

ろを考慮してもこの教科書が良いと思う一番の決定的ポイント

は何でしょうか。 

 

選定部会長 光村図書は伝統的に文学的文章が充実しています。この観点で見

ていきますと、教育出版は説明的文章、三省堂は言語事項が充実

しているというように教科書会社の特徴がございます。光村の文

学的文章が充実しているということと、教員の意見が校長意見と

して提出されますので、それを読んでいくと光村図書を使いたい

という学校側の意見も見えてきております。教科書が変わること

によって、全て教材研究からやり直すというデメリットもござい

ますので、このあたりも光村図書を選んだ理由の一つになりま

す。 

 

Ｂ委員 書写の件でお尋ねですが、各教科等部会からの報告７ページの光

村と９ページの教育出版を比較すると、選定部会の皆さんのお考

えは、書き込み演習の形式を良いとされるのか悪いとされるのか

をお伺いしたいです。賛否が分かれるという表現ですと選定部会

からのご提案としていかがかと思いまして、９ページを拝見しま

すと、教科書に硬筆の書き込みはほとんどできないとして黒丸に

なっていますが、選定部会の方々は、書き込みができたほうが良

いと考えてあるのか、そのあたりをきちんと記載いただきたいと

思います。 

 

選定部会長 ご指摘の点ですが、教育出版は、書き込みができないとして黒丸

にしております。光村図書は、書き込むことを否定的に捉えてお

ります。どちらかと言えば、書き込むことを否定的に考えていま

すので、９ページは表現が間違っているといわざるを得ないと思

います。書き込むことを否定的に捉えていることの解決策とし

て、ノート指導とあわせて行うことを考えているところです。 

 

Ｂ委員 再度確認しますが、書き込むことを否定的に捉えているというご

判断ですか。そうであれば、資料は訂正すべきです。 

 

選定部会長 

 

ご指摘の９ページの黒丸部分は、削除をお願いします。 
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Ｂ委員 書き込みをせずにノート指導できちんと子どもたちに指導して

いくほうが望ましいと選定部会は判断したということでよろし

いですね。 

 

選定部会長 

 

はい。 

委員長 他にご意見はありますか。それでは、指摘のあった９ページの黒

丸部分は削除し、原案は承認することでよろしいですか。 

 

全委員 （異議なし） 

 

委員長 皆様の異議がないようですので、「国語・書写」について原案の

とおり承認いたします。 

 

社会・地図 

選定部会長 

 

《地理及び地図選定理由説明》 

Ｃ委員 地図帳では帝国書院を選ばれているので、なるほどと思いまし

た。だけども地理では順位が逆転しているのですが、地図帳と地

理の出版社は一緒でなくても良いのですか。報告の１３ページに

帝国書院の地理に関する評価がありますが、その中の内容に関す

る配慮事項の３つ目に「学習のまとめが、習得と活用に対応した

ものとなっており、学習の深まりが期待できる。」とあり、教科

書では「学習を振り返ろう」のところを指していると思いますが、

例えば、帝国書院の９９ページのところと東京書籍の１０２ペー

ジのところですが、先ほどの説明では、いろいろな産業のところ

は必要でないとありましたが、逆に東京書籍の振り返ろうでは、

山脈と河川と高地だけ振り返りなさいとなっています。帝国書院

の９９ページ南アメリカの部分では、アンデス山脈とアマゾン川

の他に特徴的な鉱山や先住民による焼畑農業などがありますが、

こういった特徴的なことは、ここで勉強する必要はないといって

いるのですか。それか報告の１３ページに学習の深まりが期待で

きるとあるように、帝国書院のほうが良いのではないかと思いま

した。ただ地名を覚えさせるよりも、この地区はどういうことで

歴史的にその産業が発展しているかなど、深まりが期待できると

いう面では帝国書院のほうが良いと思いますし、地図と同じ出版

社という点からも良いと思うのですがいかがでしょうか。 

 

選定部会長 東京書籍は「深めよう」というところで、それぞれの地域の産業

等を非常に詳しく掲載しているというところがございます。地形

図だけではなくて、産業などといったその他の部分も十分に掲載
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しておりますので、説明の段階では、東京書籍の地形の部分に特

徴があったために的を絞った説明になってしまいましたが、当然

産業などの部分も掲載されています。さらに、「深めよう」とい

う部分で非常に詳しく掲載されていますので、東京書籍を１番と

いうことで提案させていただきました。 

 

Ｃ委員 先ほどの説明の中で、東京書籍の雨温図が地図と一緒に表示され

ている部分が優れているとありましたが、私はあまり関係ないの

ではないかと思います。それよりも、産業とかそういったことと

関連付けて覚えることができる帝国書院のほうが良いと思いま

した。確かに地図は、帝国書院のほうが良いと思いますので、地

理については再度考え直すことはできないか意見としたいと思

います。 

 

Ｄ委員 地図の使い方についてですが、あまり使われていないような気が

します。授業中や夏休みの課題で使うのかもしれないですが、あ

まり活用されてるようには見受けられないので、特に今はパソコ

ンを使えば、いろいろな情報を入手することができ、地図を開か

なくても、簡単に地形等を見ることができる時代で、地図帳にど

う重きを置いていますか。 

 

選定部会長 地理を勉強するときには、やはり地図帳も置いておくということ

で、地理の教科書と地図帳はセットとしてやっています。また、

様々な産業がありますので、別途にいろいろな資料を用意して、

例えば九州の産業はどういったものがあるか、他にも歴史と関連

づけてみるなどといった資料も付け加えて、学習するときには用

意するということも考えております。 

 

Ｄ委員 帝国書院の地図は見やすくて良いので、私も地理の教科書は同一

出版社で合わせた方が良いのではと思いながら見ておりました。 

 

委員長 これに関しましては、他の社会の説明が終わった後に、再度協議

したいと思います。 

 

選定部会長 

 

《歴史及び公民選定理由説明》 

委員長 ただいま「歴史と公民」について説明がありましたが、ご質問や

ご意見はありますか。 

 

Ｂ委員 他分野に渡っている社会という科目は本当に難しいというのが、

今回教科書を拝見して感じております。１・２年生で地理と歴史、
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２・３年生で歴史と公民をされていると聞きまして、我々の時の

ような１年生で地理、２年生で歴史、３年生で公民というような

教え方ではなく、とても複合的な教え方をされており、社会とい

う科目の中で、先生方も連携など様々なことが要求される科目で

はないかと感じております。例えば、指導計画を拝見しましたら、

３年生の前期で現代日本の歴史をやって、３年生の２学期から公

民に移行していくような指導計画でした。先程の地理と地図に関

して、私も同一社の方が良いと思いますが、このように、各出版

社の流れといいますか、科目ごとに見るのではなく、社会科とい

う大枠の中で考えることも必要ではないかとも思うのですが、歴

史から現代社会にどうつなげていくのかなどの議論は部会では

されたのでしょうか。 

 

選定部会長 社会科として教科書を見て、地理と地図を合わせたほうがいいの

ではといった意見も、実際出ております。しかしながら、社会科

は、分野ごとに出版社が違うという部分もございます。地図も含

めて、地理・歴史・公民のすべてを作成している出版社は帝国書

院と東京書籍の２社だけでございます。社会科を全体で見て、教

科書を選定するとなると、２社のみから選択ということになり、

選択肢が狭くなってしまうという実情がございます。そうなりま

すと、例えば公民と歴史を作成している出版社ありますけれど、

そこからは選べないということになってしまいます。同時に、１

年生で地理、２年生で歴史、３年生で公民という我々は専門用語

で座布団型と言っておりますが、それが地理と歴史を関連付けて

勉強し、３年生で公民を勉強するというπ型になってきていま

す。３つの分野がそれぞれ１つの教科という考え方もあり、独立

している特殊性もありますので、地理・歴史・公民が、各分野で

出版社が異なるということは、こうした理由があるのではと考え

ているところでもございます。結果として同じ出版社になること

もあるかもしれませんが、各分野で特色がございますので、より

久留米の子どもたちの実態に応じたところで考え、このような順

位をつけさせていただきました。 

 

Ｃ委員 公民のところで、民主主義の考え方がなぜ必要かという観点で見

ますと、日本文京出版は「民主制度の仕組みという程度しか書か

れておらず、東京書籍はみんなで物事を決定していく方法が多く

の国でとられています。これが民主主義です。」だけで、なぜ民

主主義で決めざるを得なくなってきたのか、教育出版は、「代表

者が話し合いをしても意見が一致しないことがあります。しかし

社会として何らかの意思決定をしなければならないこともあり、

全会一致でいつまでも議論を続けることもできません。最終的な
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決定方法として、多数決の原理がとられています。」とあり、ま

さしくこのとおりだと思いますので、公民については１位に順位

付けしてある教育出版が良いと思います。 

 

Ａ委員 政治的課題にも結びつきやすい学科でありますから、選びにくい

とは思います。しかし、全体的に気になるのは、子どもたちに分

かりやすいようにということですが、妙なキャラクターが出てき

ています。マンガの台詞のように、「考えてみよう。」「どうして

かな？」といった、いらないところが多いのではないかと思いま

す。どの教科書にも似たようなものがあるところを見ると、現場

がそのような要望を出しているのでしょうか。文字で伝えてそれ

を読み取る能力の方が大切であって、「もっと比較してみよう。」

といった言葉を、なぜマンガの吹きだしでしなければならないの

か、なぜこのような教科書になってしまったのかと疑問に思うの

ですが。 

 

選定部会長 どの教科書も写真やイラストが大量に使われていて、以前の方

が、文字が多かったように思います。今、子どもたちの考える思

考回路として、ビジュアル的なものに取りつきやすい状況があり

ます。だからといって、そればかりではできないと思いますし、

そこから読み取る力、資料を読み取る力も必要だと思います。ど

うしても、子どもたちが、噛んで咀嚼しやすいようなものになっ

ていきがちなのですが、噛む力をつけるためには、歯ごたえのあ

るものを用意しなければならないのではないかとも思います。そ

れについては、教科書は当然ですけれども、別途資料を用意し、

教えているのが現状でございます。 

 

Ｅ委員 補足をさせていただきますと、教科書を作成しています出版社

は、採択が終わりました後、全国的に情報公開を求めまして、資

料や学校意見等を入手されています。福岡県の場合は、観点とし

て出ております、内容・配慮事項・使用上の便宜・印刷製本・選

定の観点などを、情報として取られて、その内容を点検している

だろうと推測されます。それと同時に、文部科学省での検定段階

で、今の生徒の認知認識の深まりのための、以前とは違う子ども

の関心や思考といったところからやり取りがなされているかと

思いますので、結果として、このような傾向が教科書に出てきて

いると理解をしております。 

 

Ｂ委員 先程のできれば出版社は統一をというのは、私の個人的な考えで

すが、ただ、同じ学年の中で別分野に移行するわけですから、そ

の部分は、各先生方がご配慮されるということで解釈しますの
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で、先程の質問に対する回答には納得したことにいたします。し

かし、気になるのは、東京書籍「新しい社会 公民」の５０ペー

ジ、「共生社会と私たち」の部分が指導上マイナスになりかねな

いという説明でしたが、それは先生方の努力不足だと思います。

これは法務省主催で会長賞を受賞した作文です。この内容で、「僕

は差別をすることがいけないことに気がついた。」と言っていま

す。差別をすることはいけないということを指導すると、配慮が

必要などとなってしまうのでしょうか。これは同世代の子が気づ

いた、あるいは深めようというところですから、場合によっては

取り扱わないという選択もあると思うのですけど、「頭がハンマ

ーでたたかれるくらい気がついた」と言っている作文を否定的教

材と思うところが、先程の説明では納得行きません。 

 

選定部会長 これは、法務局の全国作文テストを通して掲載されているところ

ですが、全体的な流れとしては、差別することはいけないことだ

と気づかされたという内容になっているものですが、途中で「部

落の子だから遊んじゃダメ」など、現実的に厳しい言葉がたくさ

ん出てくるので、指導上様々な工夫がいるわけで、確かに教師の

教材研究を深める部分でございます。深めていくのは当然です

が、実際にこの教室に例えば部落の子どもがいた場合、どういう

ふうにこれを捉えるのかといった部分もございまして、非常に取

り扱いを考え、深めなければならない。当然教員の仕事ですが、

取り扱うにあたって相当な時間が必要ではないかと思い、このよ

うな趣旨で説明させていただきました。この作文そのものを否定

しているわけではございません。 

 

委員長 

 

公民は原案のとおりとしてよろしいですか。 

全委員 

 

（異議なし） 

委員長 

 

公民は原案のとおり承認します。 

Ａ委員 学校意見のまとめを読みますと、自由社、育鵬社は、多くの否定

的意見が羅列されてあります。これをみると、本教育委員会の採

択の場に上げたくなかったのかと見て取れるのですが、今回、採

択にあたっては、本教科書を拝見しておりませんので、２社の教

科書に対し意見があるというのではないのですが、他の教科書は

バランスよく見ておられるのに対し、この２社は、はじめから採

択したくないものとして検討されたのではないかと、私は感じま

した。途中の検討はどういったものだったのでしょうか。 
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選定部会長 自由社でございますが、教科書として空白が非常にたくさんあり

ます。また、教科書として歴史的事実が違うというのはどうかと。

例えば１８４１年老中首座になった水野忠邦はとありますが、正

しくは１８３９年で事実の間違いがあったということでありま

す。ほかの部分でも、自由社から後で削除依頼が来たところがあ

るなど、歴史的な事実が違うというところが自由社にはありまし

た。育鵬社につきましては、縄文文化と弥生文化のところで、縄

文文化は６ページ割いているのに、弥生文化は２ページとバラン

スが悪い部分がありました。また、例えば、奈良時代の人たちは

何を食べていたなどの記載は、他の教科書にはあるものの育鵬社

にはないということがあります。さらに、「製品を作ったり」や

「～したり」などの口語的表現がいくつかあり、文章としてどう

なのかといったところが挙げられます。他にもいくつかあります

が、そういったところが各学校からの意見として挙げられている

ところです。 

 

Ｂ委員 その件に関して、事務局に確認したいのですが、見本を見せても

らうときに、その２社は置いてなかったですが、採択の順位がつ

いたものを事務局は準備したということで、こちらからの特段の

要望がなければ見ることはできなかったということですか。 

 

事務局 はい。 

 

Ａ委員 順位がつけられた３社を否定してるわけではないのですが、学校

意見のまとめとして出てくるときに、その２社に対し、集中して

否定的に述べられてあるので、否定ありきではじまっているので

はないか、そのようなスタンスで行われているのであれば、違う

のでないかということを申し上げたいのですが、そういうことで

なければいいなと思っているところです。 

 

委員長 歴史については、原案のとおり認め、地理及び地図については再

度審議するということでよろしいですか。 

 

全委員 （異議なし） 

 

委員長 

 

では、そのようにいたします。 

 

数学 

選定部会長 

 

《選定理由説明》 

委員長 ただいま「数学」について説明がありましたが、ご質問やご意見
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はありますか。 

 

全委員 

 

（特になし） 

 

委員長 皆様のご異議がないようですので、「数学」について原案のとお

り承認いたします。 

 

理科 

選定部会長 

 

《選定理由説明》 

委員長 ただいま「理科」について説明がありましたが、ご質問やご意見

はありますか。 

 

Ａ委員 順位をいただく前に、３冊を読んでおりました。単純な感想とし

ては、学習図鑑的といいますか教科書的ではないかと感じており

ましたが、今の説明を聞いて、なるほどと思っております。 

 

Ｂ委員 確認ですが、大日本図書の分は、下に小さなクイズみたいなもの

があります。これは、特別な指導を必要としないものですか。 

 

選定部会長 ページをまたいでの簡単な問題となっております。特別な指導は

必要としないものです。 

 

委員長 

 

他にご質問やご意見はありますか。 

全委員 

 

（特になし） 

 

委員長 

 

皆様のご異議がないようですので、「理科」について原案のとお

り承認いたします。 

 

音楽 

選定部会長 

 

《選定理由説明》 

委員長 ただいま「音楽」について説明がありましたが、ご質問やご意見

はありますか。 

 

Ｂ委員 選定されなかった方の教科書はコンピューターを使った音の製

作現場があり、選定されている方にはなかったと思います。今は

こういった音楽の現場があるということをどこかで言ってもい

いのではと思いました。 
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選定部会長 そちらの良い点といいますか、現代的な点ということでは、教育

出版の方に記載されていることの意見はありました。 

 

Ｂ委員 教育芸術社の方にはなかったと思いますので、どこかの場面でそ

ういったところを説明してもいいのではと思いました。ただ、教

育芸術社を採用することには賛成です。 

 

Ｄ委員 実際の器楽というのは、アルトリコーダーの他に、三味線やギタ

ーなど記載されてありますが、実際に現場ではどのような楽器を

使ってあるのでしょうか。 

 

選定部会長 ギターあるいは三味線を使っている面もございます。ただ、全て

を使用することはないです。学校によってはギターを備えている

ところもありますし、学校間で貸出をしながらやっているところ

もございます。 

 

委員長 

 

他にご質問やご意見はありますか。 

全委員 （特になし） 

 

委員長 皆様のご異議がないようですので、「音楽」について原案のとお

り承認いたします。 

 

美術 

選定部会長 

 

《選定理由説明》 

委員長 

 

ただいま「美術」について説明がありましたが、ご質問やご意見

はありますか。 

 

全委員 （特になし） 

 

委員長 

 

それでは、「美術」について原案のとおり承認いたします。 

保健体育 

選定部会長 

 

《選定理由説明》 

委員長 ただいま「保健体育」について説明がありましたが、ご質問やご

意見はありますか。 

 

Ｂ委員 どの出版社も特徴がありますし、一長一短あると思いますが、大

日本図書はいじめなどの、中学生特有の問題についての記述が薄
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いのではないかと思いました。そのあたりの説明をお願いしま

す。 

 

選定部会長 心の悩みやいじめ関連についてですが、大日本図書は若干弱い気

はいたします。しかし、心の悩みについては、思春期ページで言

うならば５４ページから「思春期の心の変化への対応」、次の「考

える心・感動する心の発達」そこから「心と体のかかわり」まで、

関係するようなところがおよそ１５ページに渡って記載されて

います。他の東京書籍や学研と比べても劣ってはいないと考えて

おります。あとは、各学校において、いじめの問題については保

健の学習だけではなく、学級活動や道徳の中でも取り扱いますの

で、それとあわせて各学校では行っているところです。 

 

Ｂ委員 心の問題はとても大事なことで、扱っているページ数ではなく、

「いじめ」という言葉が出てこないことに危惧を抱いておりま

す。昨今では、中学生がいじめを苦に自殺ということもあってお

ります。中学生の段階で悩む子どもたちにどうやっていくのかと

いう部分で、いじめを書いていないことについて、教科書として

はあり得ないと思っています。それから、先程、大日本図書以外

の教科書のデータが最新のものではないという説明のところで、

例えば基礎的な摂取が必要なカロリーのデータが最新ではない

という説明がありましたが、これこそ他教科、家庭科で補える内

容ですし、それについて私は危惧しておりません。古いデータで

あったとしても、それは家庭科など他の教科で補えることができ

ますし、教える先生の方が、ちょっと考えれば、５年前のものは

おかしいと普通は思うはずです。そのままデータを鵜呑みにする

よりかは、今はどうなっているのか調べてみようと一言声をかけ

れば済むわけですから、栄養基準量などは改訂されているわけで

すから、データが古いと言う点は、クリアできるのではないかと

思います。また、教科書の表紙はやはり気になります。というの

も、文部科学省は今年の４月３０日に多様性への配慮という観点

からだと思いますが、性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ

細かな対応の実施というような通達を出しています。自分の外見

などを一番気にする中学生にとって、この女の子１人の表紙が果

たして適切かどうか、問題があると思います。中学生の女の子の

理想像がこのような形で描かれてしまうかのように受け止めら

れかねない。文部科学省が多様性に配慮しなさいとこれだけ言っ

ていることに対して、確かにこの教科書が作成されるのに２年や

３年かかりますからタイムラグはあるにしても、この表紙の教科

書を選定するのはふさわしくないと思います。 
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選定部会長 表紙の件は、そこまで考えきれていなかった部分がございます。

これについては、選定委員の方からも意見が出たところですが、

選定部会としては、中身の方で選ばせていただいて、このような

提案をさせていただいているところです。３年間使うという部分

では、そういった配慮が必要かなと感じるところではあります。 

Ｂ委員 確かに教科書は中身だと思います。私も教科書の策定に関わった

経験がありまして、高校の教科書だったのですが、すごく準備し

て、先生方がいろいろなことを言って、そして文部科学省に提出

するときには、まだ白表紙での提出です。このため文部科学省は

表紙までは見ていないと思います。その後完成した段階で表紙を

つけると、高校の家庭科のときはそうでした。では中身はといっ

たときに、いじめという言葉が出てこない教科書はいいのかと思

います。どちらにしても、私はこの教科書は今回遠慮した方がい

いという意見でございます。 

 

委員長 他の教科書はいじめについて取り上げてあるのですか。 

 

Ｂ委員 他の教科書では記載されています。例えば学研の２９ページや９

ページの口絵のところにスクールカウンセラーといった先生が

いるなどといった情報が掲載されています。 

 

委員長 そもそも、いじめという部分を学校で指導するときには、どこで

行うのですか。 

 

選定部会長 保健体育の授業で扱うものではないです。学級活動や道徳といっ

たところで扱っています。 

 

事務局 いじめの防止について、学校活動のどの部分で扱うかについてで

すが、第一義的には命の教育心の教育ということで、道徳の時間

を中心に行う。続きまして、望ましい人間関係の形成ということ

で、主に学級活動を中心に指導を行っており、それらを中心とし

ながら、他の教科で補完しているという考え方になっておりま

す。今回、保健体育のいじめにつきましては、保健体育の内容の

中に欲求やストレスへの対処と心の健康という内容がございま

して、それに関連する形での記載が各出版社でなされております

が、学習指導要領の中におきましては、例えばコンピューターの

問題に関しましては、睡眠・健康等の中できちんと記載がありま

すが、いじめは学習指導要領の中には直接は記載がない状況でご

ざいます。 
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Ｂ委員 学級活動や道徳には教科書がありません。そのときに、何をより

どころに教えるかというときに、やはり何らかの形で教科書に記

載されているということは大事だと思います。学習指導要領にな

いということで、ある意味発展的内容かもしれませんけど、大日

本図書の教科書は、今回は他の教科書のほうが良いのではと思い

ます。 

 

Ａ委員 コンピューターや携帯サイトの社会的影響という部分を考えて

みたのですが、これがどの教科で取り上げられる問題なのか、こ

れが一番問題ではないかと思います。教科で取り上げるべき問題

ではなく道徳や学級活動で取り上げる問題かもしれませんし、い

ずれにしても、どこかでそれが明確な形で、久留米市ではどうい

う指導をするんだという指導方針や共通認識があるのかどうか、

あるとすれば、そちらでやっているのでそことの連携ですと言え

るのかもしれませんが、他の学科との連携といいながらも、それ

はこの学科からの期待的な連携であって、向こうが受け止めてい

ないならば進まないということがあると思います。その辺りは、

保健体育の問題ではないと思いますので、ご回答をお願いいたし

ます。 

 

事務局 まず、コンピューター関係につきましては、保健の内容としては

休養及び睡眠と健康ということで取り上げますが、ネット依存の

問題などは技術・家庭科との連携ということで、取り上げるべき

問題であると考えております。ご指摘のとおり、久留米市共通と

して連携が取れるのかという点につきましては、今回採択されま

した教科用図書が決まりました後に、９月以降に、市教育委員会

と校長、先生方の力をお借りして、教育委員会のほうで規定指導

計画・規定指導カリキュラムというものを全教科策定いたしま

す。その規定指導計画といいますのは、各学校でカリキュラムを

作成する際、共通に取り組むこと、基本とすべきものというかた

ちになりますので、そのベースとなるものを作成する中に、ご指

摘いただいている点について、きちんと記載することで、全市で

確実に指導が行える準備を整えていきたいと考えております。 

 

委員長 

 

それでは、本教科も再度審議をするということでいかがですか。 

 

全委員 （異議なし） 

 

委員長 

 

では、保健体育は再審議といたします。 
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技術・家庭 

選定部会長 

 

《選定理由説明》 

委員長 ただいま「技術・家庭」について説明がありましたが、ご質問や

ご意見はありますか。 

 

Ｂ委員 技術は東京書籍の防災手帳が良いと言われましたが、先ほどの保

健体育でも、防災や災害は出てきています。どちらの科目がより

ウエイトを置いて自然災害や防災について指導されるのでしょ

うか。先ほどの保健体育のときにも、防災の写真が良かったとあ

りましたように、複数の教科に関わっています。そのあたりを教

えていただきたい。 

 

選定部会長 技術分野の学習内容と結びつくような部分が、防災とどう結びつ

いているのかいうようなところで、かなり評価をさせていただい

ております。例えば、防災手帳の１４のところは、災害時の情報

の伝え方など、技術分野で学習した部分が、防災でどう活かされ

ているのかというところで、書かれておりますので、どちらの教

科で扱わなければならないという規定はなかったと思います。技

術の歴史が、ここで変わってきている、例えば、プラグインハイ

ブリットなどの電気自動車は、災害があったときの非常電源にも

なるということも、現在の技術の中には含まれており、それを紹

介している部分もございます。 

 

Ｂ委員 技術と防災ということで、資料が載っていることは分かったので

すが、今度の再審議のときに事務局にお願いなのですが、学習指

導要領を見せていただいて、保健体育だったら防災とか自然災害

はこういうもの、技術家庭であったら防災はこのレベルだという

ものを教えていただけたらと思います。そうしないと、混乱して

しまいます。科目を超えての連携で、向こうがやるだろうと互い

に教科同士が思っている、この範囲は向こうの範囲でもやってく

れるはずだ、向こうの教科でもこれは扱ってくれるはずだといっ

た期待的思い込みにならなければいいなと思います。 

技術・家庭科の教科書について、原案に意義はございません。 

 

Ｃ委員 中学校の義務教育の中で、ミシンの使い方を教えることなってい

るのでしょうか。教えなければならないのであれば、３つの教科

書で随分差があると思いますから、これであれば東京書籍を使っ

た方がいいと思いました。教育図書だと２０８ページで、東京書

籍だと１５８ページ、開隆堂１９４ページですが、ミシンの使い

方を教えるのであれば東京書籍が良いと思います。 
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選定部会長 小学校でもミシンは使いますし、中学校でもミシンを使って、例

えばエプロンを作っているところに、折り返して、まち針でとめ

て、ミシンがけをするという学習を行います。 

 

Ｃ委員 

 

小学校でもやるのですか。 

事務局 小学校の家庭科においてもミシンの指導は行います。中学校の家

庭科の学習指導内容におきましては、製作に使用するミシンにつ

いては、小学校での学習を踏まえて、使用前の点検と使用後の手

入れとしまい方、簡単な調整方法などを指導することになってお

ります。 

 

Ｃ委員 これは男女ともですか。ミシンの糸の巻き方とか、ボビンとか下

糸を上に引っ張り挙げることも小学校で習うのですか。それなら

ば良いのですが、中学校から教えるとした際は、東京書籍の教科

書が一番丁寧に書かれていますので、これくらいしっかり書いて

いないとわからないのではと思いまして。 

 

Ａ委員 疑念をいいますと、家庭科の教育図書で年中行事と私たちの暮ら

しのところに、２月１４日バレンタインデイ、３月１４日ホワイ

トデイとありますが、これらは年中行事ではないのではと思いま

すが、どうお考えでしょうか。 

 

選定部会長 選定委員の中で話をするときには、バレンタインデイやホワイト

デイ、他にもハロウィンなどは大きくはとりあげられませんでし

たが、クリスマスやホワイトデイ、バレンタインデイももともと

はキリスト教がきっかけで、日本の企業がいろいろ仕掛けている

のでしょうが、クリスマスやクリスマスイヴもキリスト教の部分

も出てきているでしょうし、あまり年中行事として大々的ではな

いかもしれませんが。 

 

Ａ委員 問題意識がなくこれが出てきているのならば、違うと思います。

宗教的なことでどうこう言っているわけではなく、商業上のツー

ルに使われているものを年中行事として使うのは違うのではと

思います。年中行事とは、もっと生活に根ざしたものであるとい

うことを考えます。この部分は、指導のときに考えてください。 

 

選定部会長 規定カリキュラムを作成する段階で、指導上の留意点ということ

で、作成に臨みたいと思います。 
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Ａ委員 技術分野についてですが、理科や数学との連携をお願いしたいと

思います。例をあげますと、昔から大工の世界では、３：４：５

で糸を張って直角を出すということをやっています。正に三平方

の定理の逆算なのですが、そのように現実への応用があるという

ことを、技術分野で指導すれば、数学も少し興味をもてるように

なるかもしれませんし、数字の羅列、理屈の羅列ではなく、それ

がどう応用されているかということは、技術分野、家庭分野との

大きな定めだと思います。是非そういった点でご指導をお願いし

ます。 

 

Ｂ委員 先ほど、高校の教科書作成に関わったことがあると申しました

が、現在は全く関わっておりません。教育委員を引き受けた際に

全てお断りしておりますので、現在は、公平性は確保されており

ますことを申し添えます。 

 

委員長 それでは、「技術・家庭」については、原案のとおり認めるとい

うことでよろしいですか。 

 

全委員 （異議なし） 

 

委員長 皆様のご異議がないようですので、「技術・家庭」について原案

のとおり承認いたします。 

 

外国語 

選定部会長 《選定理由説明》 

 

 

委員長 ただいま「外国語」について説明がありましたが、ご質問やご意

見はありますか。 

 

Ｂ委員 教科書について異存はないのですが、９０ページのところで、３

つの英文を聞いてとありますが、これは音声教材などがあると考

えてよいでしょうか。 

 

選定部会長 はい。音声教材がございます。 

 

Ｂ委員 その教材は教員用の教科書に附属されているのでしょうか。ま

た、他の教科書にも附属されているのでしょうか。 
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選定部会長 はい。教員用教科書に附属されており、他出版社の教員用教科書

にも附属されております。 

 

委員長 他にございませんか。それでは「外国語」について原案のとおり

承認することでよろしいですか。 

 

全委員 （異議なし） 

 

委員長 皆様のご異議がないようですので、「外国語」について原案のと

おり承認いたします。 

 

特別支援教育 

選定部会長 

 

《選定理由説明》 

委員長 

 

ただいま「特別支援教育」について説明がありましたが、ご質問

やご意見はありますか。 

全委員 

 

（特になし） 

委員長 皆様のご異議がないようですので、「特別支援教育」について原

案のとおり承認いたします。 

 

委員長 それでは、以上で全ての審議が終わりましたが、「地理」と「保

健体育」は別日に再審議となります。日程等につきましては事務

局と調整の後にご連絡することといたします。 

 

 

 


